




















はじめに 

近年本邦では少産傾向が定着し,低出生率が社会問題として取り上げられるようになって

きた。原因として,男女に共通した晩婚化や,特に女性に顕著な局学歴化・有職率の上昇な

どが指摘されている。この晩婚化傾向と計画妊娠の普及により,現時点でもすでに高年妊娠

の増加が明らかで,いわゆるハイリスク妊娠としてその取り扱いについて各方面から検討

がなされている。 

一方,医療全般の進歩により,従来までは基礎疾患のために妊娠が許可されなかった婦人や

不妊症として挙児を諦めていた婦人にも健児を得る可能性が生じてきている。 

この様な状況の中では妊娠に対する考え方も変化し,以前にもまして,安全かつ正常な妊

娠・分娩への期待が強まってきている。すなわち,周産期医療に従事する者に対して,妊娠

中に発生する母体もしくは胎児の異常を可能な限り早く予知・発見し,適切に対処すること

が当然のように求められる時代にならてきている。 

我々の分担研究班では,平成元年度から,異常妊娠の発現予知に関して特に胎児異常に焦点

をおいて研究を行ってきた。胎児異常の診断は,その方法から,超音波断層法・CT・MRI な

どによる画像診断と,羊水穿刺・臍帯穿刺・絨毛採取などの手技により採取された検体を用

いる臨床検査的診断に大別される。我々は平成元年度には,出生前診断法の両者についてそ

の概要を報告し,平成 2年度には,当分担研究班に属する 9施設における過去 3年間の臨床

検査的な出生前診断の実施状況を報告した。今年度は,全国各大学医学部の産婦人科学教室

を対象として,臨床検査的な出生前診断の実施状況についてアンケート調査を行った。ここ

ではその結果をもとに,出生前診断について全国レベルの実態を分析し過年度の成績と併

せて報告する。 


